
 

　
国
民
年
金
の
保
険
料
免
除
期
間
に

は
、
全
額
免
除
、
４
分
の
３
免
除
、

半
額
免
除
、
そ
し
て
４
分
の
１
免
除

の
４
つ
の
種
類
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

ら
の
免
除
期
間
は
、
老
齢
・
障
害
・

遺
族
の
各
基
礎
年
金
に
つ
い
て
、
年

金
を
受
け
る
た
め
の
資
格
期
間
を
み

る
場
合
、
保
険
料
を
全
額
納
め
た
期

間
と
同
じ
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

■
免
除
さ
れ
る
と
年
金
額
は
減
額

　
し
か
し
、
保
険
料
免
除
期
間
は
、

老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額
を
計
算
す

る
う
え
で
は
、
免
除
の
種
類
に
応
じ

て
減
額
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
学
生
納
付
特
例
と
若
年
者

納
付
猶
予
に
よ
っ
て
保
険
料
の
納
付

の
全
額
が
猶
予
さ
れ
た
期
間
は
、
資

格
期
間
に
は
反
映
さ
れ
て
も
、
老
齢

基
礎
年
金
の
年
金
額
に
反
映
さ
れ
な

い
カ
ラ
期
間
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

■
10
年
以
内
に
追
納
を

　
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
保
険
料
免
除

期
間
や
納
付
を
猶
予
さ
れ
た
期
間
に

つ
い
て
は
、
経
済
的
に
ゆ
と
り
が
で

き
た
と
き
に
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば

保
険
料
を
追
納
し
て
満
額
の
老
齢
基

礎
年
金
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
追
納
す
る
保
険
料
額
は
、
保
険
料

の
免
除
や
猶
予
さ
れ
た
当
時
の
そ
れ

ぞ
れ
の
保
険
料
月
額
に
、
経
過
期
間

に
応
じ
て
決
め
ら
れ
た
額
が
加
算
さ

れ
ま
す
。

　
保
険
料
を
追
納
す
る
た
め
の
納
付

書
の
発
行
に
は
申
込
み
が
必
要
で
す
。

お
近
く
の
年
金
事
務
所
に
問
合
せ
く

だ
さ
い
。

　
追
納
の
申
込
み
を
し
て
承
認
さ
れ

れ
ば
、
通
知
書
と
納
付
書
が
送
ら
れ

て
き
ま
す
。
追
納
は
先
に
経
過
し
た

古
い
月
の
分
か
ら
納
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

■
日
　
時
　
８
月
９
日(

木)

10
時
30

　
　
　
　
　
分
か
ら
15
時
30
分
ま
で

■
場
　
所
　
洞
爺
湖
町
役
場
３
０
２

　
　
　
　
　
号
会
議
室

　
平
成
24
年
７
月
９
日
か
ら
、
住
民

基
本
台
帳
法
が
変
わ
り
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
住
民
基
本
台
帳
カ

ー
ド
（
住
基
カ
ー
ド
）
が
さ
ら
に
使

い
や
す
く
な
る
と
と
も
に
、
外
国
人

住
民
の
方
に
も
住
民
票
が
作
成
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

■
移
住
し
て
も
カ
ー
ド
を
継
続
利
用

　
町
外
に
引
越
し
を
し
て
も
、
住
基

カ
ー
ド
が
そ
の
ま
ま
使
え
る
よ
う
に

な
り
ま
す
！

　
こ
れ
ま
で
は
、
町
外
に
転
出
す
る

と
住
基
カ
ー
ド
が
失
効
す
る
た
め
、

カ
ー
ド
を
返
納
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
が
、
今
後
は
今
お
持
ち
の
カ
ー
ド

を
継
続
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
手
続
き
方
法
に
つ
い
て
は
、

担
当
課
へ
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
外
国
人
住
民
の
方
に
住
民
票
が
作

　
成
さ
れ
ま
す
！

　
こ
れ
ま
で
外
国
人
住
民
の
方
に
適

用
さ
れ
て
い
た
外
国
人
登
録
制
度
が

廃
止
さ
れ
、
日
本
人
と
同
じ
よ
う
に

住
民
票
が
作
成
さ
れ
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
町
外
ま
た
は
国
外

に
転
出
さ
れ
る
場
合
は
、
転
出
手
続

き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
町
外
へ
の

転
出
の
場
合
は
、
転
出
証
明
書
を
発

行
し
ま
す
。

　　
ひ
と
り
親
家
庭
に
対
す
る
自
立
を

支
援
す
る
た
め
、
児
童
扶
養
手
当
の

支
給
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
要
件

　
次
の
①
か
ら
⑤
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
子
ど
も
に
つ
い
て
、
父
又
は

母
が
そ
の
子
ど
も
を
監
護
し
、
か
つ
、

生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
場
合
に
支

給
さ
れ
ま
す
。

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
子
ど
も

②
父
又
は
母
が
死
亡
し
た
子
ど
も

③
父
又
は
母
が
一
定
程
度
の
障
害
の

　
状
態
に
あ
る
子
ど
も

④
父
又
は
母
の
生
死
が
明
ら
か
で
な

　
い
子
ど
も

⑤
そ
の
他
（
父
又
は
母
が
１
年
以
上

　
遺
棄
し
て
い
る
子
ど
も
、
父
又
は

　
母
が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る

　
子
ど
も
、
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い

　
で
懐
胎
し
た
子
ど
も
な
ど
）

■
手
当
月
額

①
１
人
目

　
全
部
支
給
…
４
１
、
４
３
０
円

　
一
部
支
給
…
９
、
７
８
０
円
〜

　
４
１
、
４
２
０
円

②
２
人
目
は
５
、
０
０
０
円
を
追
加

③
３
人
目
以
降
は
子
ど
も
が
１
人
増

　
え
る
ご
と
に
３
、
０
０
０
円
を
追

　
加
。
具
体
的
な
手
当
額
は
、
所
得

　
に
応
じ
て
決
ま
り
ま
す
。

■
申
請
に
必
要
な
添
付
書
類

・
受
給
資
格
者
及
び
該
当
す
る
子
ど

　
も
の
戸
籍
謄
本
及
び
世
帯
全
員
の

　
住
民
票

・
そ
の
年
の
１
月
１
日
現
在
、
当
町

　
に
居
住
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
方
は
、

　
前
住
所
地
の
所
得
証
明

・
印
鑑
及
び
受
給
資
格
者
名
義
の
預

　
金
通
帳

・
そ
の
他
（
申
請
内
容
に
よ
り
添
付

　
書
類
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
詳
し

　
く
は
担
当
窓
口
に
お
問
合
せ
く
だ

　
さ
い
。
）

国民年金保険料の追
納で満額受給を目指
しましょう
■問合せ
　室蘭年金事務所（お
　客様相談室）
　　0143-50-1004/
　住民課住民・戸籍
　年金グループ
　　74-3002

年金事務相談所
開設のご案内

■問合せ
　室蘭年金事務所（お
　客様相談室）
　　0143-50-1004/
　住民課住民・戸籍
　年金グループ
　　74-3002

住民基本台帳
法が改正され
ます！

■問合せ
　住民課住民・戸籍
　年金グループ
　　74-3002

児童扶養手当制
度のお知らせ

■問合せ
　健康福祉課福祉・
　高齢者グループ
　　74-3001


